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第
三
条
し
、
土

一
一
↓

喜
一
‐
ノ
、

Ｉ

子

○
子
ど
も
・
子
育
て
支
援
法

【
「
地
域
子
ど
も
・
子
育
て
支
援
事
業
：
．
そ
の
他
の
子
ど
も
・

子
育
て
支
援
」
の
例
】

連
絡
調
整
そ
の
他
の
便
宜
の
提
供
を
行
う
こ
と
。

三
（
略
）

２
．
３
（
略
）

○
地
域
資
源
を
活
用
し
た
農
林
漁
業
者
等
に
よ
る
新
事
業
の
創

出
等
及
び
地
域
の
農
林
水
産
物
の
利
用
促
進
に
関
す
る
法
律

（
平
成
二
十
二
年
法
律
第
六
十
七
号
）

（
子
ど
も
・
子
育
て
支
援
法
第
六
十
一
条
第
三
項
関
係
）

【
「
積
極
的
に
取
り
組
む
」
の
例
】

（
子
ど
も
・
子
育
て
支
援
法
附
則
第
二
十
六
条
関
係
）

（
市
町
村
等
の
責
務
）

一
条
市
町
村
（
特
別
区
を
含
む
。

）
、
次
に
掲
げ
る
責
務
を
有
す
る
。

を
円
滑
に
利
用
す
る
た
め
に
必
要
な
援
助
を
行
う
と
と
も
に
、
関
係
機
関
と
の

ど
も
及
び
そ
の
保
護
者
が
、

へ

略
…

及
び

剛
判
捌
剴
切
Ⅷ
刺
当
副
矧
制
急
飼
窮
翻
覇
伺
の
他
の
ヱ
訓
ど
も
・
子
育
て
支
援

確
実
に
子
ど
も
・
子
育
て
支
援
給
付
を
受

以
下
同
じ
。
）
は
、
こ
の
法
律
の
実
施
に
関

（
平
成
二
十
四
年
法
律
第
六
十
五
号
）

（
社
会
的
気
運
の
醸
成
及
び
地
域
に
お
け
る
主
体
的
な
取
組
の
促
進
）

第
三
十
三
条
地
域
の
農
林
水
産
物
の
利
用
の
促
進
は
、
地
域
に
お
い
て
地
域
の
農

三
十
三
条
地
域
の
農
林
水
産
物
の
利
用
の
促
進
は
、
地
域
に
お
い
て
地
域
の
農

（
事
業
者
の
努
力
）

第
三
十
七
条
事
業
者
は
、
基
本
理
念
に
の
っ
と
り
、
そ
の
事
業
活
動
に
お
い
て
地

域
の
農
林
水
産
物
を
利
用
す
る
等
、
地
域
の
農
林
水
産
物
の
利
用
に
樹
掴
醐
倒
馴

刎
刷
科
剃
よ
う
努
め
る
も
の
と
す
る
。

（
外
国
医
師
等
が
行
う
臨
床
修
練
等
に
係
る
医
師
法
第
十
七
条
等
の
特
例
等
に
関

す
る
法
律
の
特
例
）

第
二
十
四
条
の
二
（
略
）

２
（
略
）

一
当
該
診
療
所
の
開
設
者
が
医
療
の
分
野
に
お
け
る
国
際
交
流
の
推
進
に
主
体

○
国
家
戦
略
特
別
区
域
法

的
に
尉
珊
川
細
削
剥
渕
剛
。
こ
と
。

二
（
略
）

３
（
略
）

【
「
取
り
組
ん
で
い
る
」
の
例
】

林
水
産
物
の
利
用
に
自
主
的
か
つ
樹
桐
鯏
制
制
珊
凹
細
湖
社
会
的
気
運
が
醸
成
さ
れ

る
よ
う
行
わ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
も
の
と
し
、
地
域
に
お
け
る
多
様
な
主
体
に

よ
る
創
意
工
夫
を
生
か
し
た
主
体
的
な
取
組
を
尊
重
し
つ
つ
、
そ
れ
ら
の
多
様
な

主
体
の
連
携
の
強
化
等
に
よ
り
、
そ
の
一
層
の
促
進
を
図
る
こ
と
を
旨
と
し
て
行

わ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
平
成
二
十
五
年
法
律
第
百
七
号
）

、
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第
四
章
の
二
仕
事
・
子
育
て
両
立
一

第
五
十
九
条
の
二
劇
同
刷
１
仕
事
と
子
育

て
支
援
の
提
供
体
制
の
充
実
を
図
る
た
め
、

仕
事
・
子
育
て
両
立
支

【
「
～
の
前
年
の
所
得
（
一
月
か
ら
五
月
ま
で
の
月
分
の

当
に
つ
い
て
は
、
前
々
年
の
所
得
と
す
る
。
）
が
、
～
の

族
等
（
及
び
）
扶
養
親
族
等
で
な
い
児
童
で
～
が
前
年
の

三
十
一
日
に
お
い
て
生
計
を
維
持
し
た
も
の
の
有
無
及

応
じ
て
、
政
令
で
定
め
る
額
（
未
満
）
で
あ
る
」
の
例
】 の

○
子
ど
も
・
子
育
て
支
援
法

○
児
童
手
当
法

２
（
略
）

【
「
政
府
は
、
仕
事
・
子
育
て
両
立
支
援
事
業
と
し
て
、
～
に
対

し
、
助
成
及
び
援
助
を
行
う
事
業
を
行
う
こ
と
が
で
き
る
」
の
例
】

（
児
童
手
当
法
附
則
第
二
条
第
一
項
関
係
）

、
児
童
福
祉
法
第
五
十
九
条
の
一
一
第
一
項
に
規
定
す
る
施
設
（
同
項
の
規
定
に
よ
る

届
出
が
さ
れ
た
も
の
に
限
る
。
）
の
う
ち
同
法
第
六
条
の
三
第
十
二
項
に
規
定
す
る

業
務
を
目
的
と
す
る
も
の
そ
の
他
事
業
主
と
連
携
し
て
当
該
事
業
主
が
雇
用
す
る

労
働
者
の
監
護
す
る
乳
児
又
は
幼
児
の
保
育
を
行
う
業
務
に
係
る
も
の
の
設
置
者

に
対
し
、
助
成
及
び
援
助
を
行
う
事
業
を
行
う
こ

援
事
業

劇
間
剛
１
仕
事
と
子
育
て
と
の
両
立
に
資
す
る
子
ど
も
・
子
育

（
平
成
二
十
四
年
法
律
第
六
十
五
号
）

事
・
子
吉
日
て
両
立
支
援
事
業
と
し
て

と
が
で
き
る
。

児
童
手

の
扶
養
親

の
十
二
月

及
び
数
に

（
支
給
要
件
）

第
五
条
児
童
手
当
（
施
設
入
所
等
児
童
に
係
る
部
分
を
除
く
。
）
は
、
前
条
第
一
項

第
一
号
か
ら
第
三
号
ま
で
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
者
刎
訓
園
州
調
劉
呵
剖
訓
馴
洲

（
支
給
要
件
）

第
五
条
（
略
）

ご
前
項
に
規
定
す
る
所
得
の
範
囲
及
び
そ
の
額
の
計
算
方
法
は
、

政
令
で
定
め
る
。
」
の
例
】

○
児
童
手
当
法

第
一
号
に
該
当
す
る
者
が
未
成
年
後
見
人
で
あ
り
、
か
つ
、
法
人
で
あ
る
と
き
は
、

こ
の
限
り
で
な
い
。

２
（
略
）

2

（
児
童
手
当
法
附
則
第
二
条
第
二
項
関
係
）

そ
の
者
の
所
得
税
法
（
昭
和
四
十
年
法
律
第
三
十
三
号
）
に
規
定
す
る
同
一
生
計
配

偶
者
及
び
扶
養
親
族
（
施
設
入
所
等
児
童
を
除
く
。
以
下
詞
謝
劉
鯛
禦
」
と
い
う

。
）
並
び
に
同
項
第
一
号
か
ら
第
三
号
ま
で
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
者
の
揖
謝
劉

鯛
割
刊
剤
渕
胤
劉
劉
司
同
項
第
一
号
か
ら
第
三
号
ま
で
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
者

鯛
餉
鬮
詞
剛
詞
。
剛
。
輯
当
司
貝
に
お
い
て
制
窒
計
を
維
持
し
た
も
の
の
有
無
及
び
数
に

月
ま
で
の
月
允
の
児
童
当
に
つ
↓
て
は
、
前
々
年
の
所
得
と
す
る
が

心
じ
て
、
政
令
で
定
め
る
額

別
呵
に
一
手
定
す
る
所
得
の
範
囲
及
び
そ
の
額
の
計
算
方
法
は
、
政
令
で
定
め
る

１
以
上
で
あ
る
と
き
は
、
支
給
し
な
い
。
た
だ
し
、
同
項

（
昭
和
四
十
六
年
法
律
第
七
十
三
号
）

（
昭
和
四
十
六
年
法
律
第
七
十
三
号
）

2



（
市
町
村
等
に
お
け
る
合
議
制
の
機
関
）

第
七
十
七
条
市
町
村
は
、
条
例
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
次
に
掲
げ
る
事
務
を

処
理
す
る
た
め
、
審
議
会
そ
の
他
の
合
議
制
の
機
関
を
置
く
よ
う
努
め
る
も
の
と

○
子
ど
も
・
子
育
て
支
援
法

つ
計
画
的
な
推
進
に
関
し
必
要
な
事
項
及
び
当
該
施
策
の
実
施
状
況
を
調
査
審

議
す
る
こ
と
。

２
．
３
（
略
）

４
都
道
府
県
は
、
条
例
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
次
に
掲
げ
る
事
務
を
処
理
す

る
た
め
、
審
議
会
そ
の
他
の
合
議
制
の
機
関
を
置
く
よ
う
努
め
る
も
の
と
す
る
。

一
（
略
）

一

５
（
略
）

【
「
子
ど
も
・
子
育
て
支
援
に
関
す
る
施
策
」
の
例
｝

（
附
則
第
二
条
関
係
）

【
「
年
齢
（
等
）
に
応
じ
た
」
の
例
】

す
る
。

一
～
三
（
略
）

四
当
該
市
町
村
に
お
け
る

一
一

か
つ
計
画
的
な
推
進
に
関
し
必
要
な
事
項
及
び
当
該
施
策
の
実
施
状
況
を
調
査

審
議
す
る
こ
と
。

当
該
都
道
府
県
に
お
け
る

Ｊ

ｊ

詔
醐
釧
口
馴
主
育
て
支
援
に
関
す
る
施
策

荊
劉
制
釧
裂
者
司
て
支
援
に
関
す
る
施
策

（
平
成
二
十
四
年
法
律
第
六
十
五
号
）

の
総
合
的
か
○
確
定
給
付
企
業
年
金
法
施
行
令
（
平
成
十
三
年
政
令
第
四
百
二
十
四
号
）
３

の
総
合
的

○
武
力
攻
撃
事
態
及
び
存
立
危
機
事
態
に
お
け
る
捕
虜
等
の
取

扱
い
に
関
す
る
法
律

第
二
十
四
条
捕
虜
収
容
所
長
は
、
捕
虜
収
容
所
の
適
正
な
管
理
運
営
を
図
り
、
被

二
十
四
条
捕
虜
収
容
所
長
は
、
捕
虜
収
容
所
の
適
正
な
管
理
運
営
を
図
り
被

（
給
付
の
額
の
算
定
方
法
）

第
二
十
四
条
（
略
）

２
前
項
第
一
号
か
ら
第
三
号
ま
で
に
規
定
す
る
規
約
で
定
め
る
数
値
は
、
厚
生
労

働
省
令
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
支
給
開
始
時
に
お
け
る
受
給
権
者
の
詞
舗
、
支

給
期
間
、
保
証
期
間
（
保
証
期
間
を
定
め
た
場
合
に
限
る
。
）
そ
の
他
厚
生
労
働
省

令
で
定
め
る
も
の
に
応
じ
た
も
の
と
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

璃
鯏
、
そ
の
属
す
る
国
に
お
け
る
風
俗
慣
習
及
び
生
活
様
式
等
に
応
じ
た
適
切
な

処
遇
を
行
う
も
の
と
す
る
。

収
容
者
（
抑
留
令
書
に
よ
り
捕
虜
収
容
所
に
収
容
さ
れ
て
い
る
捕
虜
、
衛
生
要
員
、

宗
教
要
員
、
区
別
義
務
違
反
者
、
間
諜
及
び
傭
兵
並
び
に
仮
収
容
令
書
に
よ
り
捕
虜

収
容
所
に
収
容
さ
れ
て
い
る
者
（
以
下
「
仮
収
容
者
」
と
い
う
。
）
を
い
う
。
以
下

同
じ
。
）
の
人
権
を
尊
重
し
つ
つ
、
被
収
容
者
の
抑
留
資
格
、
階
級
等
、
性
別
及
び

（
基
本
原
則
）

（
平
成
十
六
年
法
律
第
百
十
七
号
）



第
百
二
十
二
条
次
』

偶
者
」
に
改
め
る
。

（
国
民
年
金
法
等
の
一

第
百
二
十
三
条
（
略
）

２
（
略
）

３
前
条
（
第
四
号
に
柁

（
第
四
号
に
係

○
所
得
税
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
等
の
法
律

限
を
創
設
し
た
際
の
経
過
措
置
の
例
】

４
．
５
（
略
）

○
公
立
高
等
学
校
に
係
る
授
業
料
の
不
徴
収
及
び
高
等
学
校
等
要
性
に
鑑
み
、

【
児
童
手
当
の
所
得
制
限
を
改
正
し
た
際
の
経
過
措
置
の
例
】

（
附
則
第
三
条
関
係
）

【
所
得
制
限
の
な
か
っ
た
給
付
制
度
に
つ
い
て
、
法
律
で
所
得
制

一
～
三
（
略
）

四
児
童
手
当
法
（
昭
和
四
十
六
年
法
律
第
七
十
三
号
）
第
五
条
第
一
項

五
～
八
（
略
）

当
謝
間
型
望
尹
当
刷
碧
銅
祠
の
制
限
に
お
代
聖
は
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。

個
渕
‐
副
捌
罰
至
剥
剰
劉
刻
絢
の
制
限
に
つ
い
て
適
用
し
、
同
年
五
月
以
前
の
月
分
の

附
則

（
国
民
年
金
法
等
の
一
部
改
正
）

（
理
由
関
係
）

］
二
十
二
条
次
に
掲
げ
る
法
律
の
規
定
中
『
控
除
対
象
配
偶
者
」
を
「
同
一
生
計
配

弟
五
条
第
呵
輻
一
疋
は
、
平
成
三
十
一
年
六
月
以
後
の
月
分
の
同
法
の
搦

る
部
分
に
限
る
。
）
刎
制
蜀
制
Ｈ
到
る
銅
当
期
倒
刎
側
割
当
詞
剴

部
改
正
に
伴
う
経
過
措
置
）

２
．
３
略

（
平
成
二
十
九
年
法
律
第
四
号
）

ぎ
ｊ
〆

理
由

我
が
国
に
お
け
る
急
速
な
少
子
化
の
進
行
等
を
踏
ま
え
、
綱
剖
醐
割
例
刊
個
矧
鋼

剖
湘
潤
飼
洲
叫
副
詞
削
り
可
１
三
歳
に
満
た
な
い
児
童
の
子
育
て
を
行
う
家
庭
の
経
済

的
負
担
の
軽
減
等
を
図
る
観
点
か
ら
、
児
童
手
当
の
額
を
引
き
上
げ
る
必
要
が
あ
る
。

こ
れ
が
、
こ
の
法
律
案
を
提
出
す
る
理
由
で
あ
る
。

附

第
二
条

就
学
支
援
金
の
支
給
に
関
す
る
法
律
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律

○
児
童
手
当
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
案
４

（
平
成
十
九
年
内
閣
提
出
第
二
十
四
号
）

○
子
ど
も
・
子
育
て
支
援
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
案

（
平
成
三
十
一
年
内
閣
提
出
第
十
五
号
）

【
「
総
合
的
な
少
子
化
対
策
を
推
進
す
る
一
環
と
し
て
、
」
の
例
】

理
由

我
が
国
に
お
け
る
急
速
な
少
子
化
の
進
行
並
び
に
幼
児
期
の
教
育
及
び
保
育
の
重

掴
つ
い
制
弾
哨
〆
な
お
剖
笠
別
の
例
に
よ
る
。

硝
嗣
。
判
剣
劇
コ
ヨ
馴
矧
以
前
の
副
創
制
幽
鰯
寄
需
校
等
就
学
支
援
金
の
支
給

則

鯛
蝿
側
聞
湖
刷
副
詞
化
罫
鯉
束
券
必
鮮
進
す
る
一
環
と
し
て
、

（
平
成
二
十
五
年
法
律
第
九
十
号
）

子
育
て
を
行
う



家
庭
の
経
済
的
負
担
の
軽
減
を
図
る
た
め
、
市
町
村
の
確
認
を
受
け
た
幼
児
期
の
教

育
及
び
保
育
等
を
行
う
施
設
等
の
利
用
に
関
す
る
給
付
制
度
を
創
設
す
る
等
の
措
置

を
講
ず
る
必
要
が
あ
る
。
こ
れ
が
、
こ
の
法
律
案
を
提
出
す
る
理
由
で
あ
る
。

低
所
得
者
世
帯
の
者
に
対
し
、
社
会
で
自
立
し
、
及
び
活
躍
す
る
こ
と
が
で
き
る
豊

か
な
人
間
性
を
備
え
た
創
造
的
な
人
材
を
育
成
す
る
た
め
に
必
要
な
質
の
高
い
教
育

を
実
施
す
る
大
学
等
に
お
け
る
修
学
に
係
る
経
済
的
負
担
の
軽
減
を
図
る
た
め
、
学

資
の
支
給
及
び
授
業
料
等
の
減
免
の
措
置
を
講
ず
る
必
要
が
あ
る
。
こ
れ
が
、
》
ぁ

法
律
案
を
提
出
す
る
理
由
で
あ
る
。

○
大
学
等
に
お
け
る
修
学
の
支
援
に
関
す
る
法
律
案

に
鑑
み
、

の
率
の
上
限
を
引
き
上
げ
る
と
と
も
に
、
当
該
拠
出
金
を
子
ど
も
の
た
め
の
教
育
・

保
育
給
付
の
費
用
の
一
部
に
充
て
る
こ
と
と
す
る
等
の
措
置
を
講
ず
る
必
要
が
あ
る

。
こ
れ
が
、
こ
の
法
律
案
を
提
出
す
る
理
由
で
あ
る
。

【
「
保
育
の
需
要
の
増
大
等
に
対
応
（
し
）
」
の
例
】

○
子
ど
も
・
子
育
て
支
援
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
案

理
由

我
が
国
に
お
け
る
急
速
な
少
子
化
の
進
行
及
び
大
学
等
に
お
け
る
修
学
の
重
要
性

係
育
の
需
要
の
増
大
等
に
対
応

総
笥
飼
烈
烈
割
訓
個
対
策
を
推
進
す
る
一
環
と
し
て
、

理
由

す
る
た
め
、
一
般
事
業
主
か
ら
徴
収
す
る
拠
出
金
○
子
ど
も
・
子
育
て
支
援
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
案

も
に
、
当
該
拠
出
金
を
子
ど
も
の
た
め
の
教
育
・

（
平
成
三
十
年
内
閣
提
出
第
六
号
）

（
平
成
三
十
一
年
内
閣
提
出
菫
一
士
号
）
○
子
ど
も
・
子
育
て
支
援
法

（
平
成
三
十
年
内
閣
提
出
第
六
号
）

（
拠
出
金
の
刷
調
型
綺
州
謝
事
詞
絢
謝
用
へ
の
充
当
）

真
に
支
援
が
必
要
な

〃
３
．
｜
・
↑
識
心
辱
、
ｒ
・
‐
、
畠
第
六
十
六
条
の
二
第
六
十
五
条
の
規
定
に
よ
り
市
町
村
が
支
弁
す
る
同
条
第
二
号

割
合
に
相
当
す
る
額
（
次
条
第
一
項
及
び
第
六
十
八
条
第
一
項
に
お
い
て
「
拠
出

金
充
当
額
」
と
い
う
。
）
を
第
六
十
九
条
第
一
項
に
規
定
す
る
拠
出
金
を
も
っ
て
充

て
る
。

２
（
略
）

【
「
施
設
型
給
付
費
等
支
給
費
用
」
の
例
】

【
二
般
事
業
主
か
ら
徴
収
す
る
拠
出
金
」
の
例
】

に
掲
げ
る
費
用
の
う
ち
、
国
、
都
道
府
県
そ
の
他
の
者
が
負
担
す
べ
き
も
の
と
し

て
政
令
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
算
定
し
た
額
（
以
下
「
施
設
型
給
付
費
等
負
担

対
象
額
」
と
い
う
。
）
で
あ
っ
て
、
満
三
歳
未
満
保
育
認
定
子
ど
も
（
第
十
九
条
第

一
項
第
二
号
に
掲
げ
る
小
学
校
就
学
前
子
ど
も
に
該
当
す
る
支
給
認
定
子
ど
も
の

う
ち
、
満
三
歳
に
達
す
る
日
以
後
の
最
初
の
三
月
三
十
一
日
ま
で
の
間
に
あ
る
者
５

を
含
む
。
第
六
十
九
条
第
一
項
及
び
第
七
十
条
第
二
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
に
係
る

も
の
に
つ
い
て
は
、
そ
の
額
の
六
分
の
一
を
超
え
な
い
範
囲
内
で
政
令
で
定
め
る

理
由

（
平
成
二
十
四
年
法
律
第
六
十
五
号
）



､

の
率
の
上
限
を
引
き
上
げ
る
と
と
も
に
、
当
該
拠
出
金
を
子
ど
も
の
た
め
の
教
育
・

保
育
給
付
の
費
用
の
一
部
に
充
て
る
こ
と
と
す
る
等
の
措
置
を
講
ず
る
必
要
が
あ
る

。
こ
れ
が
、
こ
の
法
律
案
を
提
出
す
る
理
由
で
あ
る
。

理
由

我
が
国
に
お
け
る
急
速
な
少
子
化
の
進
行
等
を
踏
ま
え
、
総
合
的
な
次
世
代
育
成

支
援
対
策
を
推
進
す
る
た
め
、
子
育
て
を
行
う
家
庭
の
経
済
的
負
担
の
軽
減
等
を
図

る
観
点
か
ら
、
三
歳
以
上
義
務
教
育
就
学
前
の
児
童
に
係
る
樹
側
絢
州
の
支
給
期
間

を
小
学
校
第
三
学
年
修
了
前
ま
で
延
長
す
る
必
要
が
あ
る
。
こ
れ
が
、
こ
の
法
律
案

を
提
出
す
る
理
由
で
あ
る
。

○
児
童
手
当
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
案

○
児
童
手
当
法

（
樹
側
絢
州
）

第
二
条
当
分
の
間
、
第
四
条
に
規
定
す
る
要
件
に
該
当
す
る
者
（
第
五
条
第
一
項

の
規
定
に
よ
り
児
童
手
当
が
支
給
さ
れ
な
い
者
に
限
る
。
）
に
対
し
、
国
庫
、
都
道

府
県
及
び
市
町
村
又
は
第
十
八
条
第
四
項
各
号
に
定
め
る
者
の
負
担
に
よ
る
給
付

【
「
特
例
給
付
」
の
例
】

保
育
の
需
要
の
増
大
等
に
対
応
す
る
た
め
、

を
行
う
。 附

則

（
平
成
十
六
年
内
閣
提
出
第
三
十
三
号
）

（
昭
和
四
十
六
年
法
律
第
七
十
三
号
）

弓
ら
徴
収
す
る
拠
出

２
～
７
（
略
）
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